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71－1－73（名城　'21）

　法 学 会 記 事　

　◇　会員の消息

退　　会　菊地　秀典氏（民法・教授）が 2021年 3月に定年退職
により退会された。

留　　学　渡邊　亙氏（行政法・教授）が下記のとおり海外留学よ
り戻られた。

留学期間　2020年 8月 25日から 2021年 2月 28日
留 学 先　ボン大学
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